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Zusammenfassung

Im deutschsprachigen Raum der frühen Neuzeit gab es noch nicht den deutsch genannten Ein-

heitsstaat. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bestand der föderative Staatenbund, der

sowohl den Territorien der Fürsten wie auch den Reichsstädten ihre Souveränität genehmigte und

sie lose vereinigte. Zur Vereinigung des Reiches hatten die Institutionen des Reiches wie der Kaiser

als Staatsoberhaupt, der Reichstag, die Reichsgerichte und die Reichskreise als Verwaltungsbezirke

beigetragen. Als Reichsgerichte hatte man zwei Institutionen, erstens den Reichshofrat, der auf In-

itiative des Kaisers gegründet wurde, zweitens das Reichskammergericht, das aus dem Vorschlag

der Reichsstände gestiftet wurde. In der frühen Neuzeit appelierten die Untertanen an diesen zwei

höchsten Reichsgerichte gegen Urteile, die ihnen von Gerichten der Territorien und der Reichsstädte

gefällt wurden. Beim Reichskammergericht als äuβerer Autorität reichten die Bürger der

Reichsstädte, die damit vertraut waren, dass das Reichskammergericht in die rechtliche Streitigkeiten

aus dem Gesichtspunkt ”der Stützung der wohlerworbenen Rechte der Untertanen“ sich einmischte,

ihre Klagen ein, um ihre Konflikte zu lösen.

In diesem Aufsatz werden die Prozesse zwischen den höheren Bürgern der Reichsstadt Köln, die

beim Reichskammergericht des １８. Jahrhunderts geführt wurden, untersucht. Es lässt sich

erschlieβen, dass beim Reichskammergericht sowohl die Lösungen der Konflikte wie auch die ver-

schiedenen Kommunikationen, die im Verlauf der Prozesse entwickelt wurden, eine lose föderative

Vereinigung der gespaltenen Reichsstädte zu einem Reich hervorbringen konnten.
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はじめに

近世（１６－１８世紀）におけるドイツ語圏地

域には、「ドイツ」と名乗る統一的な国家はな

お存在せず、神聖ローマ帝国（以下、帝国と

略記）のもと、三百近くにのぼる諸侯の領邦

と自由都市（帝国都市）に自治権が認められ、

ゆるやかに統合された、いわば連邦制的な国

家連合が成り立っていた。帝国に統合をもた

らしたのは、首長としての皇帝、帝国議会、

帝国裁判所、地方管区としての帝国クライス

などを中心とする帝国の諸機関であった１）。こ

のうちの帝国裁判所については、皇帝の主導

権のもとで設立された帝国宮内法院

Reichshofrat、ならびに帝国諸身分の発案に

よって設けられた帝国最高法院 Reichskam-

mergerichtという２つの機関が存在した。こ

れら２つの帝国裁判所には、近世全般をつう

じて、居住する領邦や都市の裁判所から示さ

れた判決を不服とする臣民から、多くの訴え

（上訴）が持ち込まれた。とりわけ、当時の帝

国都市における法的な諸問題に対して、「臣民

の既得権擁護」の観点から帝国最高法院が介

入しうることを熟知していた都市市民は、外

部の権威である帝国最高法院への提訴を積極

的に行い、紛争解決への糸口を求めたのであ

る（帝国裁判所の概要については後述）。

本稿は、１８世紀の帝国最高法院で争われた、

帝国都市ケルンにおける上層市民間の裁判を

検討することを目的とする。すなわち、帝国

裁判所における紛争解決と紛争の過程で展開

された多様なコミュニケーションが、帝国に

おけるゆるやかな連邦制的統合（帝国都市の

分立とこれら諸都市の帝国への統合）を生み

出した要因の１つでありえたことが明らかに

される。

以下では、本稿に直接かかわる論点を中心

に、わが国におけるいくつかの先行研究に依

拠しながら、帝国都市ケルンの国制構造（第

１章）、帝国最高法院の概要（第２章）を確認

した上で、１８世紀ケルンで展開された上層市

民間の裁判の内容とその意義について（第３

章）、検討を進めることにしたい。

１ 帝国都市ケルンの国制構造

帝国自由都市の典型ともいうべきケルンの

歴史については、文字通り、汗牛充棟とする

形容にふさわしい規模の研究が、内外におい

て蓄積されて、今日に至っている。本章では、

中世後期から近世にいたる、帝国都市ケルン

の国制構造における特徴を把握することにし

たい２）。

ケルンでは、１３９６年６月１８日に勃発した都

市騒擾を契機として、「ガッフェル体制」と呼

ばれる、二元的権力構造が生み出された。ガッ

フェル Gaffelとはケルン固有の仲間団体であ

り、より詳しくこれを定義するとすれば、「ツ

ンフト（同職組合、ギルド―渋谷）・兄弟団を

母体にして市民・住民全員加入原則に基づき

編制された市政官（後述する「参事会員」―渋

谷）選出団体３）」であった。すなわち、１４世紀

半ば以降における手工業ツンフト、商人ガッ

フェルの台頭のもと、彼ら自身のケルン市政

への参画を求めて戦われた都市騒擾は、１３９６

年９月１４日に公布された「同盟文書」Verbund-

briefをもたらした。この文書に規定された、

ガッフェル体制の基本構造を確認することに

しよう４）。

ガッフェル体制とは、市政を担当する参事

会 Rat、ならびに市民権保持者としてのケルン

市民からなる理念的な都市共同体との間で権

力が分有される、二元的権力構造を指す。参

事会の構成員（参事会員 Ratsherr）は、２２の

ガッフェルから選出された。すなわち、「単数
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または複数の同職組合と商人団体を基礎とし

て形成されたこの仲間団体から、それぞれ一

定数（１―４人）、合計３６人の参事会員」が選出

され、「選出された参事会員は、さらに１３人

の『ゲブレヒ』Gebrechと呼ばれる参事会員を

彼らに加えた」。総勢４９名にのぼる参事会員

は、「ガッフェル及び全市民の中から２名の市

長 Bürgermeisterを選出」した５）。参事会員と

市長の任期は１年とされ、その選挙は年２回、

すなわち聖ヨハネの日（６月２４日）とクリス

マス（１２月２５日）に行われ、その半数ずつが

交代した。任期を終えた参事会員と市長につ

いては、その後の２年間、再選されることが

禁じられた６）。

参事会には、つぎの４つの案件をのぞくす

べての案件について、単独で決定する権限が

認められていた。４つの案件とは、戦争の遂

行、平和の確立、外部勢力との同盟の締結、

１０００グルデンを超過する起債と出費である。

都市共同体にとって最重要である、これら４

つの案件の決裁については、各ガッフェルか

ら２名ずつが選出され、合計４４名の代表者に

よって構成される「４４人委員会」Vierund-

vierzigerを招集して、その承認を得ることが

必要とされた７）。

ここには、市政を主導するための相当な権

限を参事会に対して認めつつも、都市共同体

としてのケルンの行方を左右しうる重大な案

件については、２２のガッフェルからなる都市

共同体の承認を不可欠の手続きとすることに

より、参事会による市政を監視する仕組みが

成り立っていた、と見ることができよう。参

事会と都市共同体の双方が２つの権力主体と

して対峙しつつ「同盟」する、という「同盟

文書」という呼称の含意が、この仕組みに具

体化されていた。さらに、帝国都市ケルンに

おける市民的権利は、ガッフェルに加入する

ことを前提として、人々に付与された（「同盟

文書」第１３項）８）。各ガッフェルには旗頭Ban-

nerherrや組合頭 Amtsmeisterと呼ばれる有力

者がいたが、これらの有力者が２２のガッフェ

ルから成る都市共同体を代表して、参事会に

よる市政を監視していた。

おおよそ以上のように概観しうる帝国都市

ケルンのガッフェル体制、すなわち参事会と

都市共同体による二元的権力構造は、近世に

おいても継承された９）。もっとも、１６世紀後半

から１７世紀になると、ガッフェルの代表者と

して市政を監視すべき旗頭職につく者の多く

が参事会員職をも兼ねるようになり、参事会

とガッフェルとが事実上は同一の存在になっ

ていく（１６０９年の「ガッフェル条令」Gaf-

felordnung）１０）。本稿が検討対象とする１８世紀

には、特定門閥による寡頭制が、帝国都市ケ

ルンにおける常態となっていたことに、留意

する必要がある。

２ 帝国最高法院と不上訴特権

１）帝国最高法院の歴史概観

帝国最高法院は、帝国内の平和維持のあり

方をめぐって進められた「帝国改革」Reichsre-

formの所産であった１１）。１４９５年のヴォルムス

帝国議会において、「永久ラント平和令」Der

ewige Landfriedeが議決されたことにより、そ

れまで認められてきた権力紛争の武力による

解決、すなわちフェーデ Fehdeの合法性が否

定され、裁判による紛争解決のみが合法とさ

れた。そのための裁判を行う場として、「皇帝

から切り離された常設裁判所の設立」を求め

た、帝国諸身分の主導権のもと、皇帝の影響

力が及びにくい（オーストリア以外の）地に

設けられた最高裁判所が、帝国最高法院であ

る。帝国最高法院は、１４９５年に帝国都市フラ
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ンクフルト・アム・マインに設立された後に

いくつかの都市に移転したが、１５２７年から１６８９

年までは中部ドイツ、ライン川沿いの帝国都

市シュパイヤーをその本拠地とし、１６８９年か

ら帝国が崩壊する１８０６年にいたるまで、ヘッ

セン地方の帝国都市ヴェッツラーをその所在

地とした。

裁判官の任命について１４９５年の設置規則で

は、長官Kammerrichterと１６名の陪席判事Bei-

sitzerを置くこととされたが、その後陪席判事

は５０名にまで増員された。長官については、

グラーフ（伯）ないしはフライヘル身分の貴

族の中から皇帝がこれを任命した。陪席判事

に関しては、帝国諸身分が主導権を有する裁

判所にふさわしく、皇帝と諸身分双方からの

推挙にもとづき、帝国議会によって任命され

た。このような任命のされ方から、陪席判事

は、実際には帝国諸身分の利益代表になりが

ちであったため、とりわけ宗教改革以降の諸

身分間における宗派対立が激化した時期には、

裁判所としての機能を停止させてしまうこと

にもなった。

帝国最高法院による管轄対象地域は、一部

の例外をのぞいて、帝国の全土に及んだ。ま

た、管轄対象となる事件としては、平和令違

反、帝国アハト（追放刑）の無視、帝国の権

益に関する事件、帝国直属身分同士の争いが

扱われ、帝国直属身分の者に対する訴えの第

一審としても帝国最高法院が機能した。

本稿の議論にとっても重要なのは、この裁

判所が上訴審として、領邦や帝国都市の裁判

所が下した民事事件の判決に対する管轄を有

した点である。とりわけ１７世紀後半以降にな

ると、この管轄をつうじて帝国裁判所は、領

邦君主権の先鋭化を緩和する役割を果たすよ

うになった。この点について、節をあらため

て、少し詳しく概観することにしよう。

２）臣民の上訴審としての帝国最高法院

１７世紀後半以降、領邦や帝国都市の臣民に

とって、帝国最高法院は、民事事件判決に関

する上訴審として意義を持つようになった。

「領邦や帝国都市の当局による新たな法令が臣

民の既得権 jura quaesitaを犯した場合には、

臣民には帝国最高法院に上訴する権利が留保

される」とする認識が、最高法院の陪席判事

の間で普及するようになり、臣民は訴訟代理

人 Prokuratorをたてて、上訴を行った１２）。

なお、上訴審として帝国最高法院が活況を

呈したこととの関連から、その裁判活動の実

態についてふれておく必要がある。文豪であっ

たと同時に、ザクセン＝ヴァイマール公国で

大臣も務めたゲーテ（１７４９―１８３２）は、その若

き日を帝国最高法院の司法修習生としてヴェッ

ツラーで過ごしたが、彼の自伝的小説である

『詩と真実』の一節において、この裁判所が実

際には無力であった様子（膨大な遅延訴訟と

未決の訴訟の増大）を伝えている１３）。このよう

なゲーテの証言も手伝って、従来の通説にお

いては、１７世紀末以降、帝国最高法院の活動

は、皇帝直属の最高裁判所であり、迅速な判

決を下すことができた帝国宮内法院の活動に

対して、遅れをとるにいたった、と考えられ

てきた。

ところが、近年の研究によって、裁判活動

の実態が明らかにされることにより、旧来か

らの評価は修正を余儀なくされている。確か

に帝国最高法院では、最終的な判決にまでい

たらず、ゲーテの言うように、未決に終わる

訴訟が少なくなかった。その代わりに、訴訟

の当事者双方に対して和解勧告が示され、こ

れにもとづく「仲裁」により紛争解決に至る

ケースが多かったのである。最高法院による

和解勧告文書は印刷に付され、紛争当事者の
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所属する領邦や都市の臣民に配布されること

により、当該地域社会の公共に向けて訴えか

けられ、解決が図られた１４）。こうした状況か

ら、１７世紀末以降においても、帝国最高法院

において、そこに持ち込まれた訴え件数の水

準に相応する活動が展開されていたことが明

らかにされている。

３）不上訴特権をめぐる状況

近世ドイツ帝国の裁判制度を考える上で見

落としてはならないのが、皇帝から帝国諸身

分に付与された「不上訴特権」privilegium de

non appellandoの問題である。「不上訴特権」

とは、自領内の臣民に対して、前節で述べた

ような帝国裁判所に対する上訴を行うことを

禁止するために、帝国諸身分が有した特権で

ある１５）。皇帝が帝国諸身分にたいしてこの特権

を付与することには、２つの意味があった。す

なわち、第１に、特権の付与と引き換えに、

諸身分の領内における裁判組織の整備を進め

させることであった。ついで、帝国全体の裁

判組織の整備が含意された第１の意味とは別

に、２つめの意味として、皇帝が取った折々の

政策に対して諸身分の支持を獲得するための

見返りとして、不上訴特権が彼らに与えられ

ることもあった１６）。

帝国都市ケルンも、不上訴特権を有してい

た。１５７６年１０月２９日、時の皇帝ルドルフ２

世は、ケルンをはじめとする帝国都市の統治

体制を安定させることをのぞんで、ケルンな

どいくつかの帝国都市の参事会に対して、不

上訴特権を認めた。この特権により、ケルン

においては、ガッフェル間の裁判をめぐって

参事会ないしはその委託を受けた委員会によ

り示された決定（判決）について、ケルン市

民が帝国裁判所への上訴を行うことは許され

なくなった。ルドルフ２世による不上訴特権

については、１６２３年にもこの特権が保持され

ていることが再確認されている１７）。

もっとも、帝国裁判所への上訴を禁じた不

上訴特権の存在にもかかわらず、１７、１８世紀

のケルン市民は頻繁に帝国最高法院に上訴を

行っていた。市民の上訴を助けた訴訟代理人

の著した種々の文書からも、不上訴特権がい

わば「周辺的なテーマ」に過ぎなかったこと

が読み取れる１８）。こうした事態を後押ししてい

たのは、前述したとおり、「臣民の既得権を当

局の侵害から擁護すること」が帝国最高法院

とそこに勤務する法曹たちの責務であるとす

る、同時代の認識であった。

３ 帝国都市ケルンにおける上層市民間
の裁判

本章では、ひとつの事例研究として、１８世

紀中頃に帝国最高法院で争われたケルン上層

市民の間の裁判を検討することにしたい。検

討に際しては、この事例もふくめて帝国最高

法院におけるケルン市民の裁判を扱った、Ph・

ノルトローによる博士論文１９）、帝国裁判所での

裁判事例に関するケルン市立歴史文書館の文

書目録２０）、および筆者が参照しえた同文書館所

蔵の関連文書２１）などを参照しながら、論を進め

ることにしたい。

１）帝国最高法院による裁定通知（１７２５年５月

２３日）まで

１７２３年の帝国最高法院への原告による提訴

に始まり、１７４１年の和解により終結したこの

裁判事例における原告と被告は、次のとおり

である。原告ペトルス・A・ヴァレン P.A.Val-

lenは、ぶどう酒商を営む参事会員であった。

対する被告ニコラウス・デ・グローテ N.de
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Grooteは、桶屋組合の有力者（旗頭兼組合頭）

であると同時に、１８世紀中に２４回市長職を担っ

た門閥家系の出身でもあった２２）。被告がケルン

都市門閥の出身であり、加えて係争のさなか

にみずからも市長職に選ばれたことが、この

裁判の行方を大きく左右することになった。

なぜならば、１７２５年６月２４日（聖ヨハネの日）

の参事会改選によって選出されたデ・グロー

テ市長を首班とする新参事会は、原告ヴァレ

ンの主張を認めた帝国最高法院による裁定を

無視し、これにもとづく前参事会の決定を破

棄したからである。

議論をいささか先走る形になったところで、

経緯にそってこの裁判の内容を確認していく

ことにしよう。

ぶどう酒商ヴァレンは、自分が取り扱って

いたワインに関して、みずからワイン樽を補

強するために、樽に鉄のたがをはめていた。

ところが、帝国都市ケルンでは、ワイン樽に

鉄のたがをはめる業務は、ながらく桶屋組合

の特権であるとされてきたため、桶屋組合か

らの通告にもとづいて、参事会はヴァレンに

対し、２５金グルデンの罰金刑を宣告した。こ

れを不服としたヴァレンが、１７２３年８月９日、

訴訟代理人 A・J・シュテファニ A.J.Stephani

により帝国最高法院宛ての請願を提出したこ

とから、この裁判は始まった２３）。

一方、ヴァレンによる最高法院への提訴（上

訴）をにらんで、参事会は市民 J・デルクム J.

Derkum（人物についての詳細は不詳）を召還

し、桶屋組合の特権に関する証言を聴取して

いる（１７２３年９月２５日）。それによると、ワ

イン樽に鉄のたがをはめる業務は桶屋組合の

特権事項なので、ヴァレンの行為はこれに違

反するものである旨、証言がなされている２４）。

他方で桶屋組合は、１６８１年のツンフト規約

Zunftordnungの条文にも、当該案件が同組合

の特権であることが明記されていることをもっ

て、その論拠としていた２５）。

ところが、事態はいったんヴァレンに有利

に推移する。すなわち、帝国最高法院におけ

る裁定訴訟（原告の一方的な申し立てに基づ

いて、裁判所の裁定Mandatによって、被告に

対して、直ちにまたは一定期間内に原告を満

足せしめることが要求される手続き）を選択

したヴァレンの訴訟代理人による訴えが認め

られた結果、市長、参事会、桶屋組合の旗頭、

組合頭に対して、ヴァレンの営業に付随する

たがはめ作業を妨害してはならない、とする

裁定が、翌年１７２４年の５月２０日に示されたの

である２６）。ここには、１８世紀における営業の

多様化をふまえて、ツンフトの特権を絶対視

することなく判断をこころみた、関連法曹の

視点をかいま見ることができよう。

原告ヴァレンにとって有利な審理の推移は、

同年７月１２日付けでケルン市長、すなわち被

告デ・グローテ宛てで提示されたヴァレンの

文書２７）、及び同日付けのヴァレンによる備忘

録２８）からもうかがわれる。すなわち、この２つ

の文書において、ワイン樽に鉄のたがをはめ

る業務は、桶屋組合に所属しない市民にも許

容されている慣行であり、自身の行為はこの

慣行にそったものであったこと、したがって

自身に科された罰金刑を取り消すべく暫定的

な措置が取られるべきであることなどについ

て、ヴァレンはたたみかけるように主張して

いる。

帝国最高法院の裁定について、これを認め

なかった桶屋組合側は、この時点で訴訟代理

人J・W・ヴァイラッハJ.W.Weylachをたてて、

関連文書を帝国最高法院に提出した。ここに、

審理が継続することになった２９）。

桶屋組合の対応にもかかわらず、なおこの

時点では、裁判の行方は原告ヴァレンにとっ
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て有利なように見えた。すなわち、３日後の

５月２３日、桶屋組合の抵抗があったにもかか

わらず、参事会は、裁定に示された指示にし

たがい、当該案件を現地のケルンで組織され

る調査委員会で調査させるとした、参事会の

当初案を撤回し、外部の大学の法学者に判定

依頼を行うことを決定した（いずれの大学に

依頼すべきかについては不明）。この決定は、

同年６月２０日にも参事会において確認されて

いる３０）。

原告に有利に推移していたかに見えたこの

裁判であったが、参事会の決定にもかかわら

ず、４日後の６月２４日、その行方は大きく転

換することになった。

２）参事会改選（１７２５年６月２４日）以降の展

開

第１章で述べたように、帝国都市ケルンに

おける参事会は、年２回の選挙でその半数が

改選された。すなわち、聖ヨハネの日（６月

２４日）とクリスマス（１２月２５日）に１年任期

の参事会員の半数が選挙され、選ばれた参事

会員と他の市民もふくめた中から、同じく任

期１年の市長（２名）が選出されたのである３１）。

１７２５年６月２４日における参事会選挙において、

都市門閥の一員であり、この裁判の被告であっ

たデ・グローテが選出され、市長にも選ばれ

たことは、いわば当時のケルン市政において

クーデターと呼びうる事態をもたらすことに

なった。

デ・グローテを市長にいただく新参事会は、

係争中の訴訟等については中立の立場を取る、

とする慣行を破り、前参事会による５月２３日

の決定を破棄し、帝国最高法院における訴訟

をあらためて再開させた３２）。ここには、いうま

でもなく、門閥としてケルン市政に隠然たる

影響力を有していた市長であり、被告である

デ・グローテの意向が働いていたであろう。

こうした被告側の攻勢を物語る裁判関連文書

として、被告側は、ケルン市参事会が皇帝ル

ドルフ２世より与えられた「１５２６年の不上訴

特権」（第２章第３節を参照）の写し３３）を提示

し、さらには同時代の皇帝カール６世（在位

１７１１―１７４０年）から付与された同じ趣旨の不上

訴特権３４）を提出することに成功している。

ただし、「ガッフェル間の裁判をめぐって参

事会ないしはその委託を受けた委員会により

示された決定（判決）について、ケルン市民

が帝国裁判所への上訴を行うこと」を禁じた、

１５２６年の不上訴特権が、自動的に被告の主張

を裏付ける論拠になりえたか、というと必ず

しもそうではなかった。すなわち、経済状況

などに顕著に現れた時代の変化、さらには前

述した１７世紀末以降における帝国最高法院の

司法判断の基調（臣民の既得権擁護）などの

諸要因に照らした上で、不上訴特権の当否に

関する判断は、最終的には帝国最高法院での

審理に委ねられるべきとされたからである３５）。

こうして仕切り直しに入った、帝国最高法

院における裁判の開始に際して、原告、被告

の双方は、「公開書簡」の形式において、裁判

にのぞむみずからの姿勢を訴えている（１７２５

年、月日については文書の判読ができなかっ

たため、不詳）３６）。この文書は、ケルン市立歴

史文書館に所蔵されている当該裁判関連の他

の文書がすべて「手書き」文書であるのとは

装いを異にし、「活字」で著されている。文書

の内容については双方ほぼ同じであり、関連

する人物（原告、被告、双方の弁護人など）

の氏名のみが異なる。文書の内容について、

要約的に示してみると、以下のようになる。

「原告（ないし被告）たる私は、この公開書

簡 offener Briefでもって、私の親族と子孫の

渋 谷 聡

７２０１１年３月



ために、以下のことを宣言する。以前から帝

国最高法院で争われ、今後も争われるであろ

う私の訴訟に関して、学識ある法学修士

Lizenziatであり、最高法院の訴訟代理人でも

ある２名の法曹を、私は弁護人 Anwaldとして

雇用し、任命した。必要のある限り、不利益

な判断に対して、私は何度でも召還に応じて、

反論する。私や私の子孫にとって不利益な判

決が下された場合には、弁護人をあらためて

雇い、相手方による訴えを取り下げさせるよ

う尽力する。誤って罰金を課せられた場合に

は、その措置を取り消させ、（罰金による）損

害を補償させる。この文書が真正のものであ

ることについて、私は通常用いている印章 Pet-

schaftでもって確認し、自らの手による署名を

施す。」

おおよそ上記の内容からなる、原告、被告

双方の「公開書簡」については、管見のかぎ

り、ノルトローを含めた先行研究においては

触れられていない。したがって、本書簡がこ

の裁判の進展にいかなる影響を及ぼしえたか

については、現時点では知りうるすべがない。

しかしながら、第２章第２節で述べたように、

帝国最高法院による和解勧告文書が、印刷と

配布をつうじて当該の地域社会に周知された

ことにより、和解にむけた紛争解決の妥当性

は、公共の判断に委ねられることが多かった。

本稿で論じている訴訟がこの「公開書簡」を

つうじてケルン市民による公共の判断を求め

たものかどうか、についてここで判断を下す

ことはできないが、その可能性の存在を示唆

する史料としてこれに注目し、今後補足的な

検討を進めることにしたい。

さて、帝国最高法院に再度持ち込まれた本

訴訟において、原告ヴァレンは名誉毀損とい

う主張も持ち込んで争い、さらには帝国宮内

法院にまでその判断を求めたが、納得のいく

判決を得るにはいたらなかった３７）。１７２８年に

は、訴訟の途上でヴァレンが死を迎えたため、

その未亡人アンナ・K・フォン・ローベルツ

Anna.K.von Robertzが原告を引き継ぎ、亡夫の

名誉毀損を訴えていくことになった３８）。

残念ながら、その後の裁判の詳細について、

ノルトローをふくめた先行研究では明らかに

されていない。結論を先取りすると、ヴァレ

ンの死から１３年後の１７４１年に、ようやく両者

は和解にいたった３９）。この和解にいたったプロ

セスの詳細については不明である。しかしな

がら、被告デ・グローテが論拠とした１６８１年

の「ツンフト規約」（ワイン樽に対する鉄のた

がはめ業務を桶屋組合の特権と規定、本章第

１節参照）そのものについて、１７２７年、１７４０

年の２度にわたって、参事会がこれを無効と

見なす判断を下していたことにノルトローは

注目し、ここに帝国最高法院の裁定（１７２４年

５月）が長期にわたって及ぼした影響力を指摘

している４０）。さらに、先に述べた参事会員と市

長の選出規定の原則からすれば、市長であっ

た被告デ・グローテと彼の与党として選出さ

れたであろう参事会員の任期は１７２６年６月２３

日までの１年間であり、それ以降彼らは市政

を離れ、少なくとも２年の間、再選されるこ

とができなかったはずである。このようなケ

ルン市政の状況についても、先行研究にはふ

れられていない。ケルン市立歴史文書館に所

蔵されている関連文書の調査もふくめて、補

足的な検討を進めることにしたい。

おわりに

以上、不十分ではあったが、１８世紀の帝国

都市ケルンを対象として、帝国最高法院で争

われた上層市民間の裁判に関する一例を検討

することができた。１８世紀のドイツ（神聖ロー

マ帝国）において、領邦諸国家による行政・
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軍事・経済面での統合が進展する中で、ケル

ンをはじめとする帝国都市は、ややもすると

その自治権を脅かされがちであった。このよ

うに、経済的、政治的に停滞期に陥っていた

帝国都市にあって、その正統な居住者である

市民の権利もしばしば侵されることとなった。

これら市民からの上訴に対して、「臣民（市

民）の既得権擁護」の観点から、帝国最高法

院はこれを受け止めて裁判を行い、その判断

（裁定や和解勧告）をつうじて、帝国都市の市

政に司法の側面から介入することができた。

その過程で展開された多様なコミュニケーショ

ンは、帝国におけるゆるやかな連邦制的統合

（帝国都市の分立とこれら諸都市の帝国への統

合）を生み出すことにもつながっていたので

ある。
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Köln , Bd．４, Teil１, Köln２００２．

２１）HAStK, RKG, V３V２０／４９; Nippert, a.a.O.,

S．６４―６６．

２２）Nordloh, a.a.O., S．２３３．

２３）Nordloh, a.a.O., S．２３３f.

２４）HAStK, RKG, V３, fol．３６v．―３７r.

２５）Nordloh, a.a.O., S．２４１．

２６）Ebenda.

２７）HAStK, RKG, V３, fol．４r.,５r.―８r.

２８）HAStK, RKG, V３, fol．２v.―４r.

２９）Nordloh, a.a.O., S．２３８．

３０）Nordloh, a.a.O., S．２３８―２４０．

３１）Nordloh, a.a.O., S．２３９f.

３２）Nordloh, a.a.O., S．２４４．

３３）HAStK, RKG, V３, fol．４１r．―４３v.

３４）HAStK, RKG, V３, fol．４９v．―５０r.

３５）Nordloh, a.a.O., S．２４１―２４４．

３６）HAStK, RKG, V３, fol．９３v.―９８v.

３７）Nordloh, a.a.O., S．２４４f.

３８）Nippert, a.a.O., S．６６．

３９）Nordloh, a.a.O., S．２４５．

４０）Nordloh, a.a.O., S．２４５f.

帝国都市と帝国裁判所―１８世紀帝国最高法院におけるケルン上層市民間の裁判

１０ 社会文化論集 第７号


